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(57)【要約】
【課題】　レリーフ型回折格子やホログラムなど、セキ
ュリティ用途で使用される各種絵柄の中に、目視では確
認困難な情報として組み込まれた凹凸構造による隠し情
報を有するレリーフ型回折格子又はホログラムに関し、
その隠し情報を有する回折格子線によりその回折画像や
ホログラム画像の明るさや色合いに大きなバラツキ・ム
ラが発生するというという欠点があった。
【解決手段】
隠し情報である所定の情報を一列の凹凸形状としてなる
少なくとも一本の特定回折格子線を、他の回折格子線群
と同一のＬ／Ｓとすることで、そのバラツキやムラのな
い回折画像を得る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回折格子線群の断面形状が、凸部（ライン部：Ｌ部）と凹部（スペース部：Ｓ部）から
なるレリーフ型回折格子又はホログラムにおいて、当該回折格子線群に、少なくとも１本
の特定回折格子線が混在しているものであって、且つ、当該回折格子線群の凹凸比（Ｌ／
Ｓ比）と、前記特定回折格子線の凹凸比（凸部：所定情報表示面積と、凹部：非表示部面
積との比）が同一であることを特徴とするレリーフ型回折格子又はホログラム。
【請求項２】
　前記凹凸比が１／１である請求項１のレリーフ型回折格子又はホログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主にセキュリティ用途に使用される凹凸構造に関し、詳しくは、回折格子や
ホログラムなど、セキュリティ用途で使用される各種絵柄の中に、目視では確認困難な情
報として組み込まれた凹凸構造による隠し情報を有するレリーフ型回折格子又はホログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（主なる用途）本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムの主なる用途としては、偽
造防止分野に使用される回折格子又はホログラムであって、具体的には、クレジットカー
ド等の偽造されて使用されると、カード保持者やカード会社等に損害を与え得るもの、運
転免許証、社員証、会員証等の身分証明書、入学試験用の受験票、パスポート等、紙幣、
商品券、ポイントカード、株券、証券、抽選券、馬券、預金通帳、乗車券、通行券、航空
券、種々の催事の入場券、遊戯券、交通機関や公衆電話用のプリペイドカード等がある。
【０００３】
　これらはいずれも、経済的、もしくは社会的な価値を有する情報を保持した情報記録体
であり、偽造による損害を防止する目的で、記録体そのものの真正性を識別できる機能を
有することが望まれる。
【０００４】
　また、これら情報記録体以外であっても、高額商品、例えば、高級腕時計、高級皮革製
品、貴金属製品、もしくは宝飾品等の、しばしば、高級ブランド品と言われるもの、また
は、それら高額商品の収納箱やケース等も偽造され得るものである。また、量産品でも有
名ブランドのもの、例えば、オーディオ製品、電化製品等、または、それらに吊り下げら
れるタグも、偽造の対象となりやすい。
【０００５】
　さらに、著作物である音楽ソフト、映像ソフト、コンピュータソフト、もしくはゲーム
ソフト等が記録された記憶体、またはそれらのケース等も、やはり偽造の対象となり得る
。また、プリンター用のトナー、用紙など、交換する備品を純正材料に限定している製品
などにも、偽造による損害を防止する目的で、そのものの真正性を識別できる機能を有す
ることが望まれる。
【０００６】
　特に、本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムは、同一のものを作成することが物
理的にも経済的にも不可能なものが望まれる分野、すなわち、芸術品や、骨董品等の鑑定
しなければその価値を証明できない分野、もしくは、非常に貴重なものであって模造品で
ないことを所有者や関係者のみ知り得る方法により確認する必要がある分野等に最適であ
る。
【０００７】
　高額な金券類に着目すると、近年、カラーコピー機による偽造事件が頻発している。
　そのために、高額紙幣や商品券等の金券類は、デザインの一部にカラーコピー機のセン
サーでは読み取ることができない小さな網点や細線を、同じ反射濃度でデザインされた絵
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柄の中に組み込んでいる。その結果、これらの高額紙幣や商品券をカラーコピー機によっ
て複写しようとすると、コピー機のスキャナーが小さな網点や細線を読み落とし、その部
分が白く抜けることでコピー品であると判別している。
【０００８】
　（背景技術）
　また、高度な複製技術を必要とするホログラムが、一部の高額紙幣や、その他の金券類
に採用されている。
　ホログラムは、また、その凹凸面に金属の反射層を形成することにより、ホログラムを
コピーした時にホログラム形成部を黒に再現するため、コピー牽制手段として利用されて
いる。
　しかしながら、技術の進歩によって、ホログラムに近似の偽造品が出現するようになっ
てきた。そして、このような偽造品をチェックするために、ホログラムの光回折構造即ち
回折格子の中に判別困難な隠し情報を組み込んで真偽判別の手段として使用する技術が開
示されている。
　ところがこれらの技術を使用した製品も、見る角度によって隠し情報が微かに判別され
てしまうという課題があった。
【０００９】
　このような課題に対して、目視手段による判別が極めて困難な隠し情報を含む回折格子
により構成された真贋識別構造及びその作製方法が提供されている（例えば、特許文献１
参照）。特許文献１で開示されている技術は、回折格子で構成されたデザインの中に、第
一の隠し情報を有し、その第一の隠し情報の中にさらに文字・記号又はこれらの組み合わ
せによる第ニの隠し情報を凹凸によって形成するものである。この第ニの隠し情報のサイ
ズは、０．５μｍ～５０μｍであり、簡易な顕微鏡を用いても判読が困難である。
【００１０】
　また、例え第ニの隠し情報として形成されている凹凸の情報を精密な顕微鏡で判読した
としても、その情報は無秩序（ランダムな）情報であり、且つ、そのサイズも無秩序に形
成されているため、偽造を試みる場合は、回折格子デザインの全ての部分の情報及びサイ
ズを判読し尽くして再現しなければ真正なものを作ることは不可能であるため、高い偽造
防止効果を有する。
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－２９２８９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　特許文献１に開示されている技術は、その無秩序性によって偽造防止効果を高めたもの
であるが、「無秩序」であることと、凹凸の「周期性」により透過光若しくは反射光の干
渉を発生させて光を「強く」回折させるという「回折の原理・原則」とは、相反し、この
技術により作成された回折格子又はホログラム全体を目視にて観察した場合、その回折画
像やホログラム画像の明るさや色合いに大きなバラツキ・ムラが発生していた。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するために、本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムの第１の態様
は、回折格子線群の断面形状が、凸部（ライン部：Ｌ部）と凹部（スペース部：Ｓ部）か
らなるレリーフ型回折格子又はホログラムにおいて、当該回折格子線群に、少なくとも１
本の「特定回折格子線」が混在しているものであって、且つ、当該回折格子線群の凹凸比
（Ｌ／Ｓ比）と、前記特定回折格子線の凹凸比（凸部：所定情報表示面積と、凹部：非表
示部面積との比）が同一であることを特徴とするものである。
【００１４】
　「特定回折格子線」とは、所定の文字、記号、図柄の何れか、または、これらの組み合
わせ情報（以下所定情報という）を表示する一列の凹凸構造で構成された回折格子線であ
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り、この所定情報を「隠し情報」と位置づける。
　回折格子線群は、基本構造として、回折格子線が平行に複数並んでおり、この複数の線
群の並びに垂直な方向での断面をみると、周期性を有する「回折格子線群のレリーフ形状
（凹凸形状）」を観察できる。
　このレリーフ形状は、「完全な周期性」（曲線が、その一周期分を、全く同一形状で繰
り返して形成されている。）を有する。
【００１５】
すなわち、回折格子線群の中の一本の回折格子線に垂直な方向での断面は、その格子線の
ところが、例えば一つの凸（凸部；ライン部又はＬ部）で構成され、それに続く格子線間
の溝の部分が、一つの凹（凹部；スペース部又はＳ部）で構成されている形状となる（こ
の一つずつの凹凸が一周期となる。この一周期分を「一本の格子線」という。）。この凹
凸形状（一周期分）が、並んでいる他の回折格子線の垂直方向の断面と全て同一となって
いることを意味する。
　この回折格子線群の中に、少なくとも１本の特定回折格子線を混在させ、凹凸形状その
ものは他と異なる形状としながらも、Ｌ／Ｓ比を同一とすることで、回折光の乱れを最小
限に留めるものである。
【００１６】
　ある光源（観察する光ともいう。）で、この回折格子線群を照明した場合、その光源の
光の波長と、この凹凸形状及び、その周期の大きさ、凹凸の数との関係から、この回折格
子線群の回折光 [ 回折格子線群を透過もしくは反射するときに、この回折格子線群によ
って回折した光。再生画像もしくは回折画像ともいう。種々の回折格子線群の集合体（そ
の周期や、平行に並べる角度を種々変えた回折格子線群の集まり）である場合は、個々の
回折格子線群の再生画像が合わさり、より複雑な再生画像さらにはホログラム画像となる
。 ] の回折強度及び回折角度（回折方向）等が決定される。
【００１７】
　観察する光を可視光、赤外光若しくは紫外光とした場合、その波長は、ほぼ２００ｎｍ
～４μｍとなることから、上記した周期は、その２倍すなわち、４００ｎｍ～８μｍとな
る。もちろん、２次回折光まで考慮すると、４００ｎｍ以下の周期のものも同様の効果を
持つ。この範囲の中でどの数値を採用するかは、実際に使用する観察する光の波長もしく
は波長域や、回折光により再現する再生画像、すなわち、回折画像やホログラム画像のデ
ザインにより決定される。
【００１８】
　本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムは、当該回折格子線群に、少なくとも１本
の特定回折格子線、すなわち、所定の文字、記号、図柄の何れか、または、これらの組み
合わせ情報（以下所定情報という）を表示する一列の凹凸構造からなる回折格子線が混在
していて、且つ、当該回折格子線群の凹凸比（Ｌ／Ｓ比）と、その特定回折格子線の凹凸
比（凸部：所定情報表示面積と、凹部：非表示部面積との比）を同一としている。
【００１９】
　上記したように、観察する光を回折格子線群に当てたとき、回折格子線群の表面でその
光が反射又は透過するが、この反射光又は透過光の強度分布は、電磁波の反射、すなわち
、フラウンフォーファーの２次波の回折理論により説明され、その矩形状回折格子の凸部
と凹部の比、深さ及びその間隔に依存する。
　本発明はこの理論から、特定回折格子線の凹凸比及びその間隔を回折格子線群のものと
同一とすることで、回折光分布を均一なものとし、あたかも、特定回折格子が存在しなか
ったときと同一の回折効果、すなわち回折画像又はホログラム画像を得るものである。
【００２０】
　従って、目視若しくは、赤外線カメラや紫外線カメラにて上記画像を観察したとき、そ
の特定回折格子線の存在に気づかせず、偽造防止性の高い回折格子又はホログラムを実現
することができる。
　さらに、その特定回折格子線には、所定情報を隠し情報として形成しており、別途、以
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下に説明する所定の確認方法によりその所定情報を判読して、その回折格子又はホログラ
ムの真正性を判定することができる。
　もちろん、その特定回折格子線は、離散的に複数存在してもよく、且つ、別々の所定情
報を有していても良い。このことにより、偽造防止性がさらに高まる。
【００２１】
　本発明において、単純な具体例を示すと、一本の特定回折格子線に沿って、隠し情報と
しての所定情報（例えば“Ｈ“という文字）が、活版印刷における「”Ｈ“文字の凸版」
のように、凹凸形状で形成されている。これが、その特定回折格子線に沿って「ＨＨＨＨ
ＨＨＨ・・」と形成されている。この特定回折格子線と回折格子線群は平行に形成されて
いて、それらの格子線の間隔は一つの回折格子線群の中では同一となっている。
【００２２】
　凹凸形状は、例えば、可視光に対応したものである場合、可視光波長程度の大きさ、す
なわち、０．４μｍ～０．８μｍの大きさで所定情報を表わすが、さらに凹凸形状を複雑
なものとすることができ、０．０１μｍ以下のサイズでの微細な凹凸変化や、凹部から凸
部へ変化していく曲線をも所定情報として取り入れることができるため、これらの微細な
変化をも真正性判定の要素とでき、「偽造」することをさらに困難にすることができる。
　凹凸形状の高さ、すなわちレリーフ形状深さの最大値は、回折光強度等の設計や、上記
した形成方法により決定されるが、４．０μｍ以下、望ましくは、０．０１μｍ～２．０
μｍが好適である。
【００２３】
　この凹凸部を形成するため、種々の方法が用いられる。特に電子線リソグラフィーやＸ
線リソグラフィーを用いることにより、高解像度であって、且つ、形成面全体の凹凸形状
の安定性（回折格子やホログラムの全面に渡ってその所定の凹凸形状が各々同一の形状で
あること。凹凸形状再現性、すなわち歪みの無い周期性、歪みの無い画像再現性を実現す
ることに寄与する。）、及び、回折格子線の平行度（１０ｍｍで０．０１μｍ以内）、間
隔精度（１０ｍｍ内で、各線のズレが０．０５μｍ以内）に優れるレリーフ、すなわちレ
リーフ原盤を得ることができる。
【００２４】
　また、これらリソグラフィー手法は、回折格子線の所定情報の位置精度が非常に高く、
解像度も高いという特性があり、好適だが、さらに、現像処理において、露光／非露光部
が単純な回折格子線群と、露光／非露光部が複雑に入り組んでいる特定回折格子線との現
像特性の差（現像の回り込み、残存高さ等）が出にくい感光材料を使用することが好まし
い。電子線レジスト用化合物には、ポジ型として、ポリメチルメタクリレート、ポリオレ
フィンスルフォン等、ネガ型電子線レジストとして、不飽和系高分子、エポキシ樹脂、シ
リコーン樹脂等が用いられるが、カリックスアレーン系レジスト等は特に高解像度である
。また、電子線描画装置としては、加速電圧が高い（５０kV以上）ものが好ましく、電子
ビーム系をｎｍオーダーまで絞ることができる装置がより好ましい。
　X線レジスト用化合物としては、ポリメチルメタクリレート等が用いられる。
【００２５】
　このレリーフ原盤を用いて、レリーフ型回折格子又はホログラムの各種製造方法を採用
することにより、高度な偽造防止性を有し、且つ、意匠性に優れる回折格子又はホログラ
ムシートや、ラベル、転写箔を製造し、セキュリティー性を付与すべき各種媒体へ形成し
て、各種媒体の真正性の証明に使用する。
　また、リソグラフィーを用いて凹凸形状を作成する場合は、そのリソグラフィー用の感
光材料を均一に塗布し、露光・現像により所定パターンを形成するため、感光材料をほぼ
全て残す部分と、感光材料を全て除去する部分とに分ける方法が、最も再現性高く、安定
した凹凸形成方法であるため、「矩形の凹凸形状」とすることが、高い再現性・安定性を
得る点で好適である。
【００２６】
　矩形には、ブレーズド形状を含む。ブレーズドとした場合は、所定情報が斜面に形成さ
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れることから、情報の真上からの観察に対して、判読を困難とすることができる。
　この凹凸形成には、感光材料として有機材料のみならず、シリコン基板そのものや、金
属薄膜等の無機材料をエッチングする等を使用することもできる。金属薄膜の厚さ精度は
、有機材料のそれよりも遥かに高く、安定性に優れた凹凸形状を得ることができる。
　前記特定回折格子線の所定情報を、「白抜き表示」とし、回折格子線群の凸部の上面に
、その画線部と非画線部の面積比が１／１０以下として表示することも好適である。
　この場合は、回折格子線群の断面が、矩形形状を基本形状とする回折格子線群であって
、凸部のごく一部がへこんでいるように見える。
【００２７】
　本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムの第２の態様は、前記第１の態様において
、前記凹凸比が１／１であることを特徴とするものである。
　矩形回折格子においては、Ｌ／Ｓ比が１／１の時が最も回折効率が大きいため、回折格
子線群の凹凸比（Ｌ／Ｓ比）を１／１とし、且つ、特定回折格子線における凹部と凸部の
面積比を１／１とすることにより、本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムの回折効
率を最大とすることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムの第１の態様によれば、回折格子線群の断
面形状が、凸部（ライン部：Ｌ部）と凹部（スペース部：Ｓ部）からなるレリーフ型回折
格子又はホログラムにおいて、当該回折格子線群に、少なくとも１本の特定回折格子線、
すなわち、所定の文字、記号、図柄の何れか、または、これらの組み合わせ情報（以下所
定情報という）を表示する一列の凹凸構造からなる回折格子線が混在しているものであっ
て、且つ、当該回折格子線群の凹凸比（Ｌ／Ｓ比）と、前記特定回折格子線の凹凸比（凸
部：所定情報表示面積と、凹部：非表示部面積との比）が同一であることを特徴とするレ
リーフ型回折格子又はホログラムを提供できる。
【００２９】
　　本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムの第２の態様によれば、前記凹凸比が１
／１である第１の態様のレリーフ型回折格子又はホログラムを提供できる。
　特定回折格子線が、レリーフ型回折格子又はホログラムのどの位置にあるか探し出すこ
とは容易でなく、また、その端から端まで全ての情報を読み出さなければならない（繰り
返し情報であったとしても、途中から別の情報に変わっていることもあり得るため）。さ
らには、特定回折格子線が全体で何本あるかを知るために、結局、全ての回折格子線の端
から端まで確認する作業を要することから、偽造することが非常に困難なレリーフ型回折
格子又はホログラムを提供することができる。且つ、隠し情報を有することによるバラツ
キ・ムラのないレリーフ型回折格子又はホログラムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら、詳細に説明する。
　図１を参照して、本発明の所定情報を表わすレリーフ型回折格子の一例について説明す
る。
　図１の回折格子線は、所定の文字、記号、図柄の何れか、または、これらの組み合わせ
情報（以下所定情報という）を表示する一列の凹凸構造からなる所定情報を表わす、一列
の凹凸構造からなる。この所定情報は、任意の文字、記号、図柄の何れか、または、これ
らの組み合わせ情報とすることができる。凹凸構造形成方法もサブミクロン加工（１μｍ
以下のパターン加工）が可能な微細加工方法のいずれをも採用することができる。
【００３１】
　図１の例（レリーフ型回折格子Ａ）では、の回折格子線群のＬ／Ｓを６／４（周期１．
０μｍ（Ｌ：０．６μｍ、Ｓ：０．４μｍ）とし、特定回折格子線の所定情報として「Ｈ
ＨＨ・・」という文字が設定されている。文字の高さ・幅は、０．６μｍ×０．５μｍ（
周期１．０μｍ）であり、これは、電子線リソグラフィーにより形成できる。電子線レジ
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ストの厚さを０．３μｍとし、現像処理をすることで、凹凸を有するレリーフ原盤を形成
することができる。
【００３２】
　このレリーフ原盤のａ―ａ断面をみると、図２のように回折格子線群の断面は単純な矩
形となっており、一本形成した特定回折格子線の断面は凸部が所定情報により複雑な矩形
を呈している。この凸部面積と凹部面積の比がどちらも６／４となっている。
　図３は、レリーフ型回折格子Ａを上から見た図である。
　これと同様に、同一所定情報の配列にて、周期、Ｌ／Ｓ比及び文字高さ・幅が、周期１
．２５μｍ、６／４、０．７５μｍ×０．６μｍ、及び周期１．５μｍ、６／４、０．９
０μｍ×０．７μｍの回折格子線群及び特定回折格子線を形成し、それぞれを図４の３つ
のエリア（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）に配置して円形のレリーフ型回折格子体Ｂの原盤を作成で
きる。
【００３３】
　これら回折格子線群のレリーフ周期や、レリーフ深さ（図２における高さ）を調節する
ことにより、観察したときの色調や明るさ（光の強度）を制御することができ、また、各
回折格子線群の配置方法等（回折格子線群の占有する形、面積及び点在させる方法等）を
工夫することにより、複雑なデザインの回折格子や、カラーホログラムを形成することが
できる。すなわち、所定のエリアに、同一のピッチ、同一の角度を持つ回折格子線群を埋
めてエリア毎の回折格子線群を形成し、個々のエリアには、所定の面積、所定のピッチ、
角度が割り当てられていて、全エリアを白色光で観察すると、カラーホログラムを観察す
ることができる。
【００３４】
　次に、上記した回折格子原盤を用いて、シート状のレリーフ型回折格子又はホログラム
を作成する方法を述べる。
　透明基材として、厚みを薄くすることが可能であって、機械的強度や、レリーフ型回折
格子又はホログラムシート、ラベル、及び転写シートを製造する際の加工に耐える耐溶剤
性および耐熱性を有するものを使用する。使用目的にもよるので、限定されるものではな
いが、フィルム状もしくはシート状のプラスチックが好ましい。
【００３５】
例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート、ポリビニルアルコ
ール、ポリスルホン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリアリレート、
トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、ジアセチルセルロース、ポリエチレン／ビニルアル
コール等の各種のプラスチックフィルムを例示することができる。
　透明基材の厚さは、同様の配慮から、５～５０μｍ、特に５～１５μｍとすることが望
ましい。転写シートを形成する際、透明基材１に、通常用いられる酢酸セルロース樹脂や
メタクリル樹脂等からなる剥離層を設けても良い。
【００３６】
　レリーフ型回折格子やホログラムを形成する層（以下ホログラム形成層という。）を構
成するための透明な樹脂材料としては、各種の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、もしくは電
離放射線硬化性樹脂を用いることができる。熱可塑性樹脂としてはアクリル酸エステル樹
脂、アクリルアミド樹脂、ニトロセルロース樹脂、もしくはポリスチレン樹脂等が、また
、熱硬化性樹脂としては、不飽和ポリエステル樹脂、アクリルウレタン樹脂、エポキシ変
性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、もしくはフェ
ノール樹脂等が挙げられる。
【００３７】
　これらの熱可塑性樹脂および熱硬化性樹脂は、１種もしくは２種以上を使用することが
できる。これらの樹脂の１種もしくは２種以上は、各種イソシアネート樹脂を用いて架橋
させてもよいし、あるいは、各種の硬化触媒、例えば、ナフテン酸コバルト、もしくはナ
フテン酸亜鉛等の金属石鹸を配合するか、または、熱もしくは紫外線で重合を開始させる
ためのベンゾイルパーオキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド等の過酸化物、ベ
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ンゾフェノン、アセトフェノン、アントラキノン、ナフトキノン、アゾビスイソブチロニ
トリル、もしくはジフェニルスルフィド等を配合しても良い。
【００３８】
　また、電離放射線硬化性樹脂としては、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート
、アクリル変性ポリエステル等を挙げることができ、このような電離放射線硬化性樹脂に
架橋構造を導入するか、もしくは粘度を調整する目的で、単官能モノマーもしくは多官能
モノマー、またはオリゴマー等を配合して用いてもよい。微細な凹凸を精密に複製するた
めには、この粘度を０．００１～０．１パスカル秒とすると好適である。
【００３９】
　熱硬化性樹脂や電離放射線硬化性樹脂を用いる場合には、型面に未硬化の樹脂を密着さ
せたまま、加熱もしくは電離放射線照射により、硬化を行わせ、硬化後に剥離することに
よって、硬化した透明な樹脂材料からなる層の片面にレリーフホログラムの微細凹凸を形
成することができる。この方法によれば、０．０１μｍ程度の微細な凹凸変化も精密に複
製することができる。なお、同様な方法によりパターン状に形成して模様状としたレリー
フ型回折格子を有するレリーフ型回折格子形成層も光回折構造として使用できる。
【００４０】
　このような微細な形状を精密に再現するため、また、複製後の熱収縮などの歪みや変形
を最小とするため、低温・高圧下で複製を行うこともできる。
　この場合、複製方式は、平板式もしくは、回転式を用い、線圧０．１トン／ｍ～１０ト
ン／ｍ、複製温度は、通常６０℃～２００℃とすることが好適である。
【００４１】
　さらに、ホログラム形成層のホログラムレリーフ面に、一部または全面に反射性薄膜層
を形成する。この薄膜は、入射した光を反射する必要があるため、ホログラム形成層より
も高い屈折率を有する薄膜であれば、特に限定されない。
反射性薄膜としては、真空薄膜法などにより形成される金属薄膜などの金属光沢反射層、
又は透明反射層のいずれでもよいが、金属光沢反射層を部分的に設けたり、透明反射層を
設けた場合は、その反射層に接して設けたセキュリティ対象物をこの透明反射層を通して
確認できるので好ましい。
【００４２】
　透明反射層としては、ほぼ無色透明な色相で、その光学的な屈折率がホログラム形成層
のそれとは異なることにより、金属光沢が無いにもかかわらず、ホログラムなどの光輝性
を視認できることから、透明なホログラムを作製することができる。例えば、ホログラム
形成層よりも光屈折率の高い薄膜、例として、ＺｎＳ、ＴｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｓ3、
ＳｉＯ、ＳｎＯ2、ＩＴＯなどがある。
【００４３】
好ましくは、金属酸化物又は窒化物であり、具体的には、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｃｒ、Ｍｎ
、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｔｅ、Ｔｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｐｂ、Ｃｄ、
Ｂｉ、Ｓｅ、Ｇａ、Ｒｂ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｌａ、Ｃｅ、Ａｕなどの酸化
物又は窒化物他はそれらを２種以上を混合したものなどが例示できる。またアルミニウム
などの一般的な光反射性の金属薄膜も、厚みが２０ｎｍ以下になると、透明性が出てきて
透明反射層として使用できる。
【００４４】
　透明金属化合物の形成は、金属の薄膜と同様、ホログラム形成層のホログラムレリーフ
面に、１０～２０００ｎｍ程度、好ましくは２０～１０００ｎｍの厚さになるよう、蒸着
、スパッタリング、イオンプレーティング、ＣＶＤ（化学蒸着法）などの真空薄膜法など
により設ければよい。微細な凹凸を忠実に覆うには、特にＣＶＤが好適である。但し、レ
リーフホログラムに接している面からの反射光だけでなく、反対面での反射光で同様の再
生画像を得るためには、薄膜の凹凸をレリーフホログラムと同様の形状にする必要があり
、上記薄膜の厚さを１０ｎｍ程度とする。
【００４５】
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　レリーフ型回折格子又はホログラムは、転写形態で使用する場合は、上記反射層の上に
、感熱接着剤層を形成して転写用フィルムと成し、熱せられた金属の型等によって、接着
剤層を含めた極めて薄い樹脂層をセキュリティ対象物上に転写して使用する。
　レリーフ型回折格子又はホログラムをラベル形態で使用する場合は、上記反射層の上に
粘着剤層を形成し、粘着剤面を剥離紙で被覆して、基材フィルムを剥離紙と一緒に所定の
大きさに打ち抜いてラベルとし、剥離紙を剥がしてセキュリティ対象物に貼付して使用す
る。
【００４６】
　もちろん、本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムが、その意匠性や、偽造防止性
だけでなく、セキュリティ対象物の唯一の真正性証明手段ということであれば、セキュリ
ティ対象物から容易に剥離可能であってはならず、セキュリティ対象物を成形加工する際
に本発明のレリーフ型回折格子又はホログラムを一体成形として埋め込んだり、本発明の
格子又はホログラムを剥離しようとした時、セキュリティ対象物もしくは、本発明のレリ
ーフ型回折格子又はホログラムそのものが破壊される等、セキュリティ対象物と一体不可
分として、さらに偽造防止性を高めることが望ましい。
【００４７】
　所定情報は、任意でよく、ランダムなものであっても（ランダム数字発生器により発生
したランダム数字など）、同一文字・記号・図柄の繰り返しとしてもよく、（その場合は
回折効率の計算が容易となる）、目視では確認困難な情報として組み込む情報であるため
、セキュリティ用途として採用された上記カラーホログラム画像としての各種絵柄に関連
する情報や、このカラーホログラム画像が転写もしくは貼付されるセキュリティ対象物に
関連する情報もしくは、関連する商品や、その商品を提供する会社の名称、マーク等、本
発明のレリーフ型回折格子又はホログラムの真正性を証明できる情報を盛り込むこともで
きる。
【００４８】
　上記例では、所定情報幅を０．５μｍ～０．７μｍとしたが、この幅に制限はなく任意
に設定できる。例えば、回折格子線の端から橋まで一つの文字・記号・図柄であってもよ
く、例えばカラーホログラム画像の端から端まで、途中の回折格子線の途切れに関係なく
、情報として、つながっているものであっても良い。
　この所定情報は、目視や簡易顕微鏡では判別できないため、真正性を確認するためには
倍率の高い精密顕微鏡を用いてその情報を読み出し、「正規な情報」（所定情報を実際に
物理的形状として形成した時の、真正であると判定するための情報。所定情報そのものだ
けでなく、形状等の情報を含めても良い。また、所定情報でなく、その形状を測定したデ
ータ等や、部分的に変形した情報等を用いても良い。）か否かを判定する必要がある。
【００４９】
　真正性の判定者は、判定を行う時には、「正規な情報」に関する正確な知識を有する必
要があるが、上記したようにカラーホログラム画像としての各種絵柄やセキュリティ対象
物等に関する情報であれば、特段の照会等を必要とせず、判定者へ「関連情報が隠し文字
として入っている。」程度の申し送りを事前にしておくことで、簡易に真正と類推するこ
とができる。もしくは、隠し文字の特徴の一部のみを申し送りして置く方法も使用できる
。
【００５０】
もちろん、「真正性を鑑定する場合」（偽造品が真正品かの判定を何らかの証拠に用いる
場合等、より信頼性の高い判定をする場合。）には、「正規な情報」として、例えば、文
字、記号、図柄の情報だけでなく、そのサイズ、画線部の太さ、凹凸の高さ等、より多く
の情報を設定し、その全てを確認することが好適である。
　所定情報の「正規な情報」をデータで残す方法として、高解像度のレーザー顕微鏡によ
る３次元形状情報を取得しておき、このデータと、鑑定のために測定した「真正性を確認
するもの」のデータを照合し、「５０％以上の一致」あるいは照合項目によっては「１０
０％の一致」等のある程度の一致をもって「真正」と判断する方法を使用することも好適
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である。
【００５１】
これらの「正規な情報」は、真正性を鑑定する鍵となる情報であるため、物理的もしくは
電子的に、セキュリティレベルの高い場所（物理的もしくは電子的）に保存、保管するこ
とが望ましい。もちろん、ＤＥＳ（Data Encryption Standard。暗号化方式の規格）やＡ
ＥＳ（Advanced Encryption Standard。同左。）等による暗号化を施してもよい。その場
合は、共通鍵方式や、さらに秘匿性の高い公開鍵方式等の種々の鍵管理方式を併用し、複
数の鑑定者へ鍵情報を秘匿性を維持しつつ提供することも好適である。
【００５２】
　単純な例では、所定の用紙に書いて、金庫等に保管してもよいし、電子データとして、
アクセス制限（パスワード設定等）されたサーバーの所定のホルダに記録しておき、数人
程度に限定した人のみが読み出しできるように、ホルダを読み出す際にも、パスワード入
力を要求するシステムとしても良い。いずれにしても、正規な情報の秘匿性のレベルに対
応し、且つ、可用性（使いやすさ）を考慮して管理方式を定めることが求められる。
【００５３】
　また、所定情報を回折格子線の途中で変更したり、回折格子線群のピッチ（周期）、角
度を変えた時に変更することも偽造防止性を高めるために好適である。さらには、回折格
子線群のピッチ、角度が同一のエリアにある回折格子線は、エリアとエリアの間のブラン
クに無関係に、「一続き」（ブランクがなく続いていると想定したときの並びを意味する
）の所定情報を形成したものであってもよい。
【００５４】
こうすることで、全く「同一のもの」を偽造しようとする者が、本発明のレリーフ型回折
格子又はホログラムの全ての回折格子線の全ての所定情報を解読しない限り、「同一のも
の」を偽造することができない状況とすることができる。
　もちろん、回折格子線群毎に、所定情報を変更してもよいが、この場合は、所定情報毎
の回折効率を考慮した配置とする必要がある。
【００５５】
　所定情報や、その凹凸形状に関する情報は、実際の絵柄としての情報や、凹凸設計情報
、さらには各リソグラフィー形成情報（電子線リソグラフィーでは、電子線描画プログラ
ム等）により真正性証明情報として保有できる。もちろん、回折格子線のピッチ、角度等
の情報も同様である。
　凹凸構造形成方法としては、上記した電子線リソグラフィー、Ｘ線リソグラフィー等の
高精度なパターンを形成することができるリソグラフィー法のみならず、金属薄膜形成法
等の高精度な均一膜厚さを形成することができる各種薄膜形成方法とそのパターン化方法
を組み合わせる方法等を用いることができる。
【００５６】
　レリーフ型回折格子Ａの回折効率は、図３のレリーフ型回折格子体Ｂのそれぞれのエリ
ア（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）を、それぞれの光源、周期１．０μｍのエリア、周期１．２５μ
ｍのエリア、周期１．５μｍのエリアを、対応する半導体レーザーで測定したところ、そ
れぞれ、１４％、１５％、１５％であった。レリーフ型回折格子体Ｂ全体を、全光源で照
明したところ、それぞれのエリアが、それぞれの画像に分かれて鮮やかに観察された。
【００５７】
　また、隠し文字としての「ＨＨＨ・・」は、目視ではもちろんのこと、簡易顕微鏡（倍
率２００倍、４００倍）で判読しようとしたが、文字・記号まで読み取ることは出来なか
った。しかし、所定の設定調整を施した高解像度レーザー顕微鏡では明確に判読できた。
　もちろん、これより解像度の高い顕微鏡、例えば、共焦点レーザー顕微鏡 、電子顕微
鏡
透過型電子顕微鏡 、走査型電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡 、原子間力顕微鏡、走査
型トンネル顕微鏡 、走査型近接場光顕微鏡 、X線顕微鏡等、物理的に測定が可能なよう
に対応できる範囲で利用できる。さらに、共焦点法や、位相シフト干渉法等の解像度を向
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上する手法も利用できる。これらの顕微鏡映像を高解像度ＣＣＤカメラ等を用いた画像処
理方法により、画像を精密につなぎ合わせて、広範囲のエリアに対する情報とすることも
できる。
【００５８】
　但し、「真正性」判定（もしくは鑑定）をする手法は、上記した「多くの所定情報を読
み出す方法」にこだわらず、一つの文字、記号や図柄もしくはさらにその一部に注目し、
この一つの文字、記号や図柄もしくはさらにその一部を「精密に測定」して、その立体形
状のみを「真正性」判定に使用する方法も用いることができる。
　この場合、注目した部分を全て同一のものとせず、少し変形（太さを２倍としたり、欠
陥を付加したりする。）しておき、それらの情報を、「真正性」判定用に使用することが
できる。すなわち、「真正性」判定に使用する情報は、セキュリティ管理をする側が定め
ることができ（その任意性がさらに偽造防止性を高める。）、偽造者からは到底類推でき
ないものとすることが可能となる。
【００５９】
　本発明の所定情報を表わすレリーフ型回折格子の別の例について説明する。　
　上記した例のレリーフ回折格子のＬ／Ｓ比を１／１として以下全て同様に作製し、レリ
ーフ型回折格子Ａ、及びレリーフ型回折格子体Ｂを得ることができる。
【００６０】
　上記レリーフ型回折格子Ａの回折効率は、上記レリーフ型回折格子体Ｂのそれぞれのエ
リア（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）を、それぞれの光源、周期１．０μｍのエリア、周期１．２５
μｍのエリア、周期１．５μｍのエリアを、対応する半導体レーザーで測定したところ、
それぞれ、１８％、１９％、１９％であった。上記レリーフ型回折格子体Ｂ全体を、全光
源で照明したところ、それぞれのエリアが、それぞれの画像に分かれて鮮やかに観察され
た。
【００６１】
（実施例１）
　電子線レジストを０．３μｍ形成したパターン形成基盤に、予め用意した制御データに
より、電子ビームの強度を変化させながら所定のレリーフ型回折格子パターンに沿って電
子ビームを照射した。回折格子線群は、周期１．０μｍ、Ｌ／Ｓが６／４とし、特定回折
格子線は、０．６μｍ幅の線上に、所定情報「ＨＨＨ・・」、及びその繰り返し」を各文
字サイズが、０．６μｍ×０．５μｍとなるように照射した。
　これと同様に、同一所定情報の配列にて、周期、Ｌ／Ｓ比及び文字高さ・幅が、周期１
．２５μｍ、６／４、０．７５μｍ×０．６μｍ、及び周期１．５μｍ、６／４、０．９
０μｍ×０．７μｍの回折格子線群及び特定回折格子線を形成すべく、それぞれを図３の
３つのエリア（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）が埋まるまで実施した。
　この基盤を現像処理して、所望の凹凸レリーフ原盤を得た。
【００６２】
　この原盤と、１６μｍ厚さのポリエチレンテレフタレート（東レ製「ルミラー」）との
間に、電離放射線硬化性樹脂として、
　・＜電離放射線硬化組成物Ａ＞
　　２－ヒドロキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　１００重量部
　　ジブチルチンジラウリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量部
　　イソシアン酸メチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０重量部
を反応させて得られた電離放射線硬化組成物Ａを用いて、
　・＜電離放射線硬化組成物Ｂ＞
　　電離放射線硬化組成物Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０重量部
　　ポリウレタン樹脂（デスモコール130、住友バイエルウレタン社製）　　２０重量部
上記、電離放射線硬化組成物Ｂを作製し、この電離放射線硬化組成物Ｂを１０μｍ導入し
て、フィルムを送り出しながら電子線照射装置「エレクトロカーテン」（アメリカのESI
社製）を用い、150KeV、15ｍＡの条件で3Mradの線量を照射して、硬化させた。
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【００６３】
　この後、原盤と電子線レジストを剥離、除去し、硬化した透明な樹脂材料からなる層の
片面にレリーフホログラムの微細凹凸を形成することができた。
　この透明樹脂の表面に真空蒸着法によりアルミニウム薄膜１００ｎｍを形成し、ホログ
ラムシートとした。このホログラムシートに接着剤を塗工し、パスポートの顔写真を一部
覆うように接着した。
　このパスポートのホログラム部分をハロゲンランプで照明し、目視で観察すると、円形
ホログラムが３色に分かれて鮮明に見えた。さらに、倍率２０倍と４００倍の顕微鏡で拡
大して確認したところ、所定情報を判読することは出来なかった。
【００６４】
　このホログラム部分を高解像度レーザー顕微鏡で観察することで、各レリーフ型回折格
子の所定情報を判読することができ、予め極秘情報として入手した（パスポートを管理す
る関係者のみが所定情報のサイズ、並び等の情報（以下、所定情報関連情報という。）を
知らされるという意味。）所定情報関連情報と、判読した情報を比較し、パスポートの真
正性を確認した。
　別途、このホログラムの回折効率を対応する半導体レーザーを用いて測定したところ、
それぞれ、１４％、１５％、１５％であり、高い回折効率を得た。
【００６５】
（実施例２）
　電子線レジストを０．３μｍ形成したパターン形成基盤に、予め用意した制御データに
より、電子ビームの強度を変化させながら所定のレリーフ型回折格子パターンに沿って電
子ビームを照射した。
　Ｌ／Ｓ比を１／１とした以外は全て実施例１と同様とし、レリーフ型回折格子体Ｂ及び
それを適用したパスポートを得た。
　このパスポートのホログラム部分をハロゲンランプで照明し、目視で観察すると、円形
ホログラムが３色に分かれて鮮明に見えた。さらに、倍率２０倍と４００倍の顕微鏡で拡
大して確認したところ、所定情報を判読することは出来なかった。
【００６６】
　このホログラム部分を高解像度レーザー顕微鏡で観察することで、各レリーフ型回折格
子の所定情報を判読することができ、予め極秘情報として入手した（パスポートを管理す
る関係者のみが所定情報のサイズ、並び等の情報（以下、所定情報関連情報という。）を
知らされるという意味。）所定情報関連情報と、判読した情報を比較し、パスポートの真
正性を確認した。
　別途、このホログラムの回折効率を対応する半導体レーザーを用いて測定したところ、
それぞれ、１８％、１９％、１９％であり、高い回折効率を得た。
【００６７】
（比較例）
　所定情報として、「ＨＨＨ・・」としたが、その文字のサイズを、文字高さ、文字幅と
も０．３μｍ～６．０μｍの間でランダムに選択したサイズとしたことと、図３の円形エ
リアを全てこの条件で埋めた意外は、すべて実施例１と同様として、比較例を得た。
　このパスポートのホログラム部分をハロゲンランプで照明し、目視で観察すると、円形
ホログラムが３パターンに分かれておらず、少し虹色を呈しているだけであった。さらに
、倍率２０倍と４００倍の顕微鏡で拡大して確認したところ、ところどころ所定情報を判
読することができた。
【００６８】
　このホログラム部分を高解像度レーザー顕微鏡で観察することで、各レリーフ型回折格
子の所定情報を全て判読することができ、予め極秘情報として入手した所定情報関連情報
と、判読した情報を比較し、パスポートの真正性を確認することはできた。
　別途、このホログラムの回折効率を各半導体レーザーを用いて測定したところ、２～３
％と低い回折効率を得た。これは、光が種々の方向へ回折しており、一方向へ集中してい
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【００６９】
（評価試験）ホログラムの再現性の評価は、意匠性については、ハロゲンランプ光原下に
て目視判定した。ホログラムの明るさについては、回折格子の回折効率で評価した。
　　ハロゲンランプ：ローボルトハロゲンランプ３５ｍｍ径ミラー付き
　　　　　　　　　：電圧１２Ｖ・光度２３００ｃｄ（キャンデラ）
　　目視判定基準　：○　再生画像が鮮やかにムラなく見える。隠し情報は見えない。
　　　　　　　　　：×　隠し情報は見えないが、再生画像が暗く、ムラが見える。。
　　回折効率測定：光源：各色半導体レーザー：キコー技研ＭＬＸコリメートレーザー
　　　　　　　　　　　：電圧ＤＣ４．８～６．５Ｖ・平行光時ビーム径拡大６ｍｍ
　　　　　　　　：回折効率：反射光強度／入射光強度＊１００（％）
　　　　　　　　：判定基準：◎：回折効率が高い　回折効率　１５％以上
　　　　　　　　　　　　　：○：回折効率がやや高い　〃　　５％～１５％
　　　　　　　　　　　　　：×：回折効率が低い　　　〃　　５％未満
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】は、本発明の実施形態の一例を示すレリーフ型回折格子Ａの俯瞰図である。
【図２】は、レリーフ型回折格子Ａのａ－ａ線断面について説明するための図である。
【図３】は、本発明の実施形態の一例を示すレリーフ型回折格子体Ｂの図である。
【図４】は、レリーフ型回折格子Ａを上からみた図である。
【符号の説明】
【００７１】
Ａ　　　　　　　　　  レリーフ型回折格子（回折格子線群）
Ｂ　　　　　　　　　　レリーフ型回折格子体
Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３　　　各回折格子線群
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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